
議案第 72 号 

令和４年度貝塚市一般会計補正予算（第９号）の件 

令和４年度貝塚市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２９，３８２千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４０，１７６，８０３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第 213 条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用することができ

る経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

令和４年 11 月 30 日提出 

 

                                                貝塚市長 酒 井  了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　歳　入 (単位   千円)

10. 地方交付税 5,754,740 229,739 5,984,479

1. 地方交付税 5,754,740 229,739 5,984,479

13. 使用料及び手数料 395,407 419 395,826

1. 使用料 243,842 419 244,261

14. 国庫支出金 9,627,619 150,492 9,778,111

1. 国庫負担金 6,213,929 61,240 6,275,169

2. 国庫補助金 3,387,843 89,252 3,477,095

15. 府支出金 2,946,026 29,251 2,975,277

1. 府負担金 2,224,510 26,920 2,251,430

2. 府補助金 562,910 2,331 565,241

17. 寄附金 708,028 636 708,664

1. 寄附金 708,028 636 708,664

18. 繰入金 2,277,035 7,745 2,284,780

1. 基金繰入金 2,272,247 7,745 2,279,992

21. 市債 3,327,530 11,100 3,338,630

1. 市債 3,327,530 11,100 3,338,630

39,747,421 429,382 40,176,803

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 5,547,001 118,660 5,665,661

1. 総務管理費 4,771,111 118,660 4,889,771

3. 民生費 18,527,511 157,249 18,684,760

1. 社会福祉費 7,680,777 114,632 7,795,409

2. 児童福祉費 7,648,377 42,617 7,690,994

4. 衛生費 4,034,575 84,961 4,119,536

1. 保健衛生費 1,475,815 73,266 1,549,081

2. 清掃費 1,586,617 11,675 1,598,292

3. 病院費 960,345 20 960,365

6. 農林水産業費 312,503 943 313,446

1. 農業費 291,048 943 291,991

8. 土木費 2,923,309 3,725 2,927,034

2. 道路橋梁費 880,535 1,000 881,535

5. 都市計画費 1,538,822 2,268 1,541,090

6. 住宅費 326,955 457 327,412

9. 消防費 1,372,872 14,123 1,386,995

1. 消防費 1,372,872 14,123 1,386,995

10. 教育費 3,483,304 27,650 3,510,954

2. 小学校費 949,940 15,000 964,940

3. 中学校費 907,977 4,000 911,977

5. 社会教育費 753,238 2,500 755,738

6. 保健体育費 153,108 6,150 159,258

11. 公債費 2,590,199 22,071 2,612,270

1. 公債費 2,590,199 22,071 2,612,270

39,747,421 429,382 40,176,803

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



4. 2.

塵芥収集車購入事業 12,902衛生費 清掃費

　　　　　　　　　　第  ２  表　　　　繰　　越　　明　　許　　費

（単位　千円）

款 項 事 業 名 金 額



(追加)

　事　　　　　　項

　 　

　 　

第 ３ 表　　　　債  務  負  担  行  為  補  正 

期　　　　　間 限 度 額

個 人 番 号 カ ー ド 出 張 申 請 受 付 等 業 務 令和４年度～令和５年度 4,466千円

旅 券 発 給 業 務 令和４年度～令和７年度 29,950千円

個人番号カード交付等予約コールセンター業務 令和４年度～令和５年度 16,500千円



（変更）

期　　　　　間 限　　　度　　　額　　　 期　　　　　間 限　　　度　　　額　　　

補正前 補正後
　事　　　　　　項

ふるさと納税業務委託事業 令和４年度～令和７年度

一年度につき、かいづ
かふるさと応援寄附に
対する寄附額の６％ま
での額に消費税及び地
方消費税を加算した額

令和４年度～令和７年度

一年度につき、かいづ
かふるさと応援寄附に
対する寄附額の７％ま
での額に消費税及び地
方消費税を加算した額

JR東貝塚駅西口広場整備工事 令和４年度～令和５年度 86,000千円令和４年度～令和５年度 150,000千円



起債の 起債の

方  法 借入先 償還期限 据置期間 その他 方  法 借入先 償還期限 据置期間 償還方法 その他

千円 年以内 年以内      千円 年以内 年以内

128,800 証書借入 年6.5％以内 政　府 20 5 左記の条件の範囲  証券発行の場合 139,000 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

又は （ただし、利率見 内において借入先  において発行価

証券発行 直し方式で借り入 その他 に融通条件がある  格が額面金額を

0 れる政府資金及び 30 5 場合その条件に従  下回るときは、 900 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左

地方公共団体金融 うことができる。  それぞれの発行

機構資金について、 ただし、財政の都  価格差減額を埋

利率の見直しを行っ 合により償還期限  めるために必要

た後においては、 及び据置期間を短  な金額をそれぞ

当該見直し後の利 縮し又は繰上償還  れの限度額に加

率） 若しくは低利に借  算した金額を限

り換えることがで  度額とする。

きる。

起債合計 3,327,530 3,338,630

利  率
償還の方法

備　　考

 元利均等

 年賦又は

 半年賦・

限度額

農 業 基 盤
整 備 事 業

消 防 防 災 施 設
整 備 事 業 債

利  率
償還の方法

 くは満期

 又は元金

 一括償還

限度額

 均等若し

備   考
償還方法

第４表  地 方 債 補 正

起債の目的

補　　正　　前 補　　正　　後


